
　配偶者やその他親族からの暴力等を理由に市内に避難している方で、事情により住民票を移すことができない
方は、「申出の手続き」をしていただくと、世帯主（受給権者）でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給
付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
　詳しくは、配偶者暴力相談支援センター（☎21-3010または☎21-3193）へお問合せください。

～配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の手続き～

特別定額給付金について お問合せ　総務部特別定額給付金担当
　　　　　☎21-3650

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、次
のとおり特別定額給付金を支給しています。
対象者　　基準日（令和 2年 4月27日）に函館市に住民登録がある方
支給額　　対象者 1人につき10万円
受給権者　対象者の属する住民票上の世帯の世帯主
郵送申請　世帯主あてに送付された申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により郵送で申請してください。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での受付はいたしませんのでご留意ください。
必要書類　・申請書
　　　　　・本人確認書類（運転免許証、保険証等）の写し
　　　　　・受取口座の確認できる書類（通帳またはキャッシュカード）の写し
支給方法　ご指定の金融機関の口座に振り込みます。なお、振込日等については、事前に郵送でお知らせします。
※　特段の事情により、受取口座を開設できない、また、ご家族の方も口座をお持ちでない場合は、お問合せください。
申請期限　 8月18日㈫（当日消印有効）

オンライン申請　マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請も受け付けています。
　詳しくは、マイナポータル「ぴったりサービス」をご覧ください。
　https://app.oss.myna.go.jp/Application/searsh
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